
   岳南広域都市計画用途地域の変更（富士市決定） 

 

 岳南広域都市計画用途地域を次のように変更する。 

種 類 面 積 
建築物の 

容 積 率 

建築物の 

建 蔽 率 

外 壁 の 

後退距離

の 限 度 

建 築 物 の 

敷地面積の 

最 低 限 度 

建築物

の高さ

の限度 

その他 

及 び 

備 考 

第一種低層住居 

専用地域 

約 97.9ha 8/10以下 5/10以下 ― 200m2 10ｍ   

約 233.8ha 8/10以下 5/10以下 ― 165m2 10ｍ   

約 260.8ha 8/10以下 5/10以下 ― ― 10ｍ   

約 50.4ha 10/10以下 5/10以下 ― ― 10ｍ   

小 計 約 642.9ha           10.8％ 

第二種低層住居 

専用地域 
約 7.0ha 8/10以下 5/10以下 ― ― 10ｍ 0.1％ 

第一種中高層 

住居専用地域 

約 49.3ha 10/10以下 5/10以下 ― ― ―   

約 17.3ha 10/10以下 6/10以下         

約 33.5ha 15/10以下 5/10以下 ― ― ―   

約 330.2ha 15/10以下 6/10以下 ― ― ―   

小 計 約 430.3ha           7.3％ 

第二種中高層 

住居専用地域 

約 636.2ha 15/10以下 6/10以下 ― ― ―   

約 17.1ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ―   

小 計 約 653.3ha           11.0％ 

第一種住居地域 約1,555.3ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 26.2％ 

第二種住居地域 約 255.0ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 4.3％ 

準住居地域 約 185.2ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 3.1％ 

近隣商業地域 約 160.6ha 20/10以下 8/10以下 ― ― ―   

  約 49.4ha 30/10以下 8/10以下 ― ― ―   

小 計 約 210.0ha           3.5％ 

商業地域 約 105.6ha 40/10以下 ― ― ― ― 1.8％ 

準工業地域 約 135.5ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 2.3％ 

工業地域 約1,065.3ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 18.0％ 

工業専用地域 約 687.2ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 11.6％ 

合 計 約5,932.6ha           100.0％ 

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」 

「備考欄は、種類の面積の合計に対する値」 

 

※「建築物の敷地面積の最低限度の適用除外規定」は別紙のとおりとする。 



別紙 

 

建築物の敷地面積の最低限度の適用除外規定 

 

次のいずれかに該当する土地については、前記の建築物の敷地面積の最低限度（以下

「最低限度」という。）の定めは適用しない。 

 

 

１ 最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存

する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用することができる土地で、

次の各号のいずれかに掲げる公共施設等の整備と合わせて、当該土地を含む区域にお

いて、当該公共施設等の用に供する土地を除く全部を一の敷地として使用するもの又

は当該公共施設等の用に供する土地を除き分割される各々をそれぞれ一の敷地として

使用するもの 

⑴ 道路法（昭和 27年法律第 180号）又は都市計画法（昭和 43年法律第 100号）に

よる道路 

ただし、都市計画法第 29条の規定による許可を受けた開発行為に係るものを除く。 

⑵ 河川、水路その他これらに類する公共公益施設 

 

 

２ 当該土地を含む区域において、土地区画整理法（昭和 29年法律第 119号）第 98条

第１項の規定による仮換地の指定、同法第 103条第１項の規定による換地処分その他

法令によるこれらに準じた処分等を受けた土地（当該処分等のもととなった事業計画

等の認可又は決定の公告があった際、現に建築物の敷地として使用されている土地又

は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用することができ

た土地と照応するものに限る。）で、その全部を一の敷地として使用するもの 



参考 

（岳南広域都市計画区域） 

種 類 面 積 
建築物の 

容 積 率 

建築物の 

建 蔽 率 

外 壁 の 

後退距離

の 限 度 

建 築 物 の 

敷地面積の 

最 低 限 度 

建築物

の高さ

の限度 

その他 

及 び 

備 考 

第一種低層住居 

専用地域 

約 259.5ha 5/10以下 3/10以下 ― ― 10ｍ   

約 255.0ha 6/10以下 4/10以下 ― ― 10ｍ   

約 117.7ha 8/10以下 5/10以下 ― 200m2 10ｍ   

約 233.8ha 8/10以下 5/10以下 ― 165m2 10ｍ   

約 560.9ha 8/10以下 5/10以下 ― ― 10ｍ   

約 50.4ha 10/10以下 5/10以下 ― ― 10ｍ   

約 14.8ha 10/10以下 6/10以下 ― ― 10ｍ   

小計 約1,492.1ha           18.1％ 

第二種低層住居 

専用地域 

約 7.0ha 8/10以下 5/10以下 ― ― 10ｍ   

約 1.9ha 10/10以下 5/10以下 ― 200m2 10ｍ   

約 2.8ha 10/10以下 5/10以下 ― ― 10ｍ   

約 2.8ha 10/10以下 6/10以下 ― ― 10ｍ   

小計 約 14.5ha           0.2％ 

第一種中高層 

住居専用地域 

約 2.9ha 10/10以下 3/10以下 ― ― ―   

約 7.9ha 10/10以下 4/10以下 ― ― ―   

約 68.1ha 10/10以下 5/10以下 ― ― ―   

約 47.9ha 10/10以下 6/10以下 ― ― ―   

約 35.5ha 15/10以下 5/10以下 ― ― ―   

約 421.5ha 15/10以下 6/10以下 ― ― ―   

小計 約 583.8ha           7.1％ 

第二種中高層 

住居専用地域 

約 861.6ha 15/10以下 6/10以下 ― ― ―   

約 17.1ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ―   

小計 約 878.7ha           10.7％ 

第一種住居地域 約1,952.7ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 23.7％ 

第二種住居地域 約 484.2ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 5.9％ 

準住居地域 約 185.8ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 2.3％ 

近隣商業地域 
約 244.9ha 20/10以下 8/10以下 ― ― ―   

約 54.2ha 30/10以下 8/10以下 ― ― ―   

小計 約 299.1ha           3.6％ 

商業地域 約 154.6ha 40/10以下 ― ― ― ― 1.9％ 

準工業地域 約 225.3ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 2.7％ 

工業地域 約1,224.1ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 14.9％ 

工業専用地域 約 741.6ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 9.0％ 

合計 約8,236.5ha           100.0％ 

「備考欄は種類の面積の合計に対する値」 

※種類の面積の合計に対する値の合計は、小数点以下第２位を四捨五入してあるため 100％とはならない場合がある。 



参考 

（富士宮市） 

種 類 面 積 
建築物の 

容 積 率 

建築物の 

建 蔽 率 

外 壁 の 

後退距離

の 限 度 

建 築 物 の 

敷地面積の 

最 低 限 度 

建築物

の高さ

の限度 

その他 

及 び 

備 考 

第一種低層住居 

専用地域 

約 259.5ha 5/10以下 3/10以下 ― ― 10ｍ   

約 255.0ha 6/10以下 4/10以下 ― ― 10ｍ   

約 19.8ha 8/10以下 5/10以下 ― 200m2 10ｍ   

約 300.1ha 8/10以下 5/10以下 ― ― 10ｍ   

約 14.8ha 10/10以下 6/10以下 ― ― 10ｍ   

小 計 約 849.2ha           36.9％ 

第二種低層住居 

専用地域 

約 1.9ha 10/10以下 5/10以下 ― 200m2 10ｍ   

約 2.8ha 10/10以下 5/10以下 ― ― 10ｍ   

約 2.8ha 10/10以下 6/10以下 ― ― 10ｍ   

小 計 約 7.5ha           0.3％ 

第一種中高層 

住居専用地域 

約 2.9ha 10/10以下 3/10以下 ― ― ―   

約 7.9ha 10/10以下 4/10以下 ― ― ―   

約 18.8ha 10/10以下 5/10以下 ― ― ―   

約 30.6ha 10/10以下 6/10以下 ― ― ―   

約 2.0ha 15/10以下 5/10以下 ― ― ―   

約 91.3ha 15/10以下 6/10以下 ― ― ―   

小 計 約 153.5ha           6.7％ 

第二種中高層 

住居専用地域 
約 225.4ha 15/10以下 6/10以下 ― ― ― 9.8％ 

第一種住居地域 約 397.4ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 17.2％ 

第二種住居地域 約 229.2ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 9.9％ 

準住居地域 約 0.6ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 0.0％ 

近隣商業地域 
約 84.3ha 20/10以下 8/10以下 ― ― ―   

約 4.8ha 30/10以下 8/10以下 ― ― ―   

小 計 約 89.1ha           3.9％ 

商業地域 約 49.0ha 40/10以下 ― ― ― ― 2.1％ 

準工業地域 約 89.8ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 3.9％ 

工業地域 約 158.8ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 6.9％ 

工業専用地域 約 54.4ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 2.4％ 

合 計 約2,303.9ha           100.0％ 

「備考欄は種類の面積の合計に対する値」 

 

 

 



理 由   
第一種低層住居専用地域の一部の地域において、低層住宅地としての良好な住環境

の維持を図りつつ、社会情勢や市民ニーズに適切に対応した、合理的かつ健全な土地

の有効利用を図るため、用途地域を本案のとおり変更する。 



変 更 理 由   
本市の第一種低層住居専用地域は、主に平成４年の都市計画法の改正を受け、平成

７年に第一種住居専用地域から変更した地域で、民間開発による住宅分譲地など、宅

地化が進行し、これまで良好な住環境が形成されてきた。  このような中、人口減少や高齢化の進行といった社会情勢の変化に伴う生活様式の
多様化や、世帯構成の変化等を背景に、本地域のうち、容積率が最も低い地域の住民

は、家族がいつまでも安心して暮らせるよう、居住面積の広い住宅への建て替えを求

める傾向にある。  また、富士市都市計画マスタープランにおいては、集約・連携型の都市づくりを推
進することとしているとともに、本市の立地適正化計画を盛り込んだ富士市集約・連

携型都市づくり推進戦略においても、宅地等の既存ストックの有効活用を図り、居住

地の拡大を抑制するなど、人口減少を前提とした都市づくりを進めることとしている。  このことから、本地域において、現在の低層住宅地としての良好な住環境を維持し
つつ、社会情勢や地域のニーズに適切に対応した、合理的かつ健全な土地の有効利用

を図るため、用途地域（容積率・建蔽率・敷地面積の最低限度）を本案のとおり変更

する。 



変 更 概 要   
市町 

村名 
種類 面積 

変更前 変更後 

容積率 建蔽率 
最低

敷地面積 
容積率 建蔽率 

最低

敷地面積 

富士市 

第一種 

低層住居

専用地域 

約 79.0ha 

6/10以下 4/10以下 

200㎡ 

8/10以下 5/10以下 

200㎡ 

約 233.8ha ― 165㎡ 

約 34.3ha ― ―  



総括図 S=1:20,000

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定

凡 例

用途地域変更区域

種　類 容積率

第一種低層住居専用地域

60％ 40％

50％

約79.0ha

約 50.4ha

-

-約268.1ha

約 97.9ha

80％

約18.9ha

約 233.8ha50％ -

約260.8ha

100％

約 226.5ha

約 50.4ha

約 642.9ha 約 642.9ha

建蔽率
面　積

変更前

200㎡

-

面積計

-

200㎡

165㎡

-

最低
敷地面積 変更後

変更後：第一種低層住居専用地域　８０/５０　A＝約７９．０ha　最低敷地面積：２００㎡

変更前：第一種低層住居専用地域　６０/４０　A＝約７９．０ha　最低敷地面積：２００㎡　

変更後：第一種低層住居専用地域　８０/５０　A＝約２３３．８ha　最低敷地面積：１６５㎡

変更前：第一種低層住居専用地域　６０/４０　A＝約２３３．８ha

変更後：第一種低層住居専用地域　８０/５０　A＝約３４．３ha

変更前：第一種低層住居専用地域　６０/４０　A＝約３４．３ha

200m 400m 600m 800m 1,000m0
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岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定
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区域の説明

（都）左富士臨港線道路中心線

より北東方向に垂直に36m離れ

た平行線

敷地境界線（参考図No.1参照）

市道伝法厚原線道路中心線

市道厚原大石7号線道路中心線

（都）左富士臨港線道路中心線

より北東方向に垂直に38m離れ

た平行線

（都）左富士臨港線道路中心線

より北東方向に垂直に38m離れ

た平行線

（都）本市場大渕線道路中心線

より北西方向に垂直に42.5m離

れた平行線

（都）富士富士宮線道路中心線

より南西方向に垂直に61m離れ

た平行線

市街化区域界

市道厚原中八笠北線道路中心

線及び市道厚原八笠16号線道

路中心線

1～2

2～3

3～4

4～5

5～6

6～7

7～8

8～9

9～10

10～1

200 ㎡

200 ㎡

凡 　 　 例

用

途

地

域

字

界

計
画
図

松 岡

富 島

用 途 地 域 変 更 区 域

道 路（幅 員 ／ 車 線 数）

大  字  界

大  字  名

小 字 界

小 字 名

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域

工 業 専 用 地 域

形 態 規 制

容積率の最高限度（％）

用途地域の種類

建蔽率の最高限度（％）

最低敷地面積

50

165 ㎡

80

一 　低

符号の説明

「（都）左富士臨港線道路中心線より北東方向に垂直に36m離

れた平行線」と「市道厚原中八笠北線道路中心線」との交点

「敷地境界線（参考図No.1参照）」と「（都）左富士臨港線道路中

心線より北東方向に垂直に36m離れた平行線」との交点

「市道伝法厚原線道路中心線」と「敷地境界線（参考図No.1参

照）」との交点

「市道厚原大石7号線道路中心線」と「市道伝法厚原線道路中

心線」との交点

「（都）左富士臨港線道路中心線より北東方向に垂直に38m離

れた平行線」と「市道厚原大石7号線道路中心線」との交点

「市道片宿末広町線道路中心線」と「（都）左富士臨港線道路中

心線より北東方向に垂直に38m離れた平行線」との交点

「（都）本市場大渕線道路中心線より北西方向に垂直に42.5m

離れた平行線」と「（都）左富士臨港線道路中心線より北東方向

に垂直に38m離れた平行線」との交点

「（都）富士富士宮線道路中心線より南西方向に垂直に61m離

れた平行線」と「（都）本市場大渕線道路中心線より北西方向に

垂直に42.5m離れた平行線」との交点

「（都）富士富士宮線道路中心線より南方向に垂直61m離れた

平行線」と「市街化区域界」との交点

「市道厚原八笠16号線道路中心線」と「市街化区域界」との交点

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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二夕子

中林

山ノ段

狐穴

荻ノ原

鍋久保

茶ノ木平

荻ノ原

八ケ久保

管窪

庚申松

糀窪

高山

沼水

弥生堂

山ノ川

樋川

小沢

荻ノ原上

大平

宮ノ前

貝沢

下ノ原

片曽

勧塚

鍋久保

60

200

一 　住

50

100

一中高

50

100

一中高

50

100

一中高

50

150

一中高

50

80

一　　低

50

80

一　　低

50

80

一　　低

50

80

一　　低

50

80

一　　低

50

200 ㎡

80

一　　低

50

165 ㎡

80

一　　低

50

80

一　　低

80

200

近　　商

50

80

二　　低

35M

36M

3
8
M

3
8
M

1

区域の説明

1～2
(主)富士白糸滝公園線道路中心線より南東方向

に垂直に35m離れた平行線

市道中野東三ツ倉1号線道路中心線及び市道中野東

三ツ倉4号線及び市道中野二夕子4号線道路中心線

市道中野二夕子4号線道路中心線

市道吉原大淵線道路中心線

符号の説明

1

2～3

2

3～4

3

4～5

4

「市街化区域界」と「(主)富士白糸滝公園線道路中心線より南東方向に垂直に35m離れた平行線」との交点

「(主)富士白糸滝公園線道路中心線より南東方向に垂直に35ｍ離れた平行線」と「市道中野東三ツ倉1号線道

路中心線」との交点

「市道中野二夕子5号線道路中心線」と「市道中野二夕子4号線道路中心線」との交点

「市道中野二夕子4号線道路中心線」と「市道吉原大淵線道路中心線」との交点

市街化区域界5～1

5 「市街化区域界」と「市道吉原大淵線道路中心線 」との交点

市街化区域界6～7

6 「市道中野二夕子8号線道路中心線」と「市街化区域界」との交点

(主)一色久沢線道路中心線7～8

7 「市街化区域界」と「(主)一色久沢線道路中心線」との交点

市街化区域界8～9

8 「(主)一色久沢線道路中心線」と「市街化区域界」との交点

敷地境界線(参考図No.3参照)9～10

9 「市街化区域界」と「敷地境界線(参考図No.3参照)」との交点

市道大淵萩ノ原13号線道路中心線10～11

10 「敷地境界線(参考図 No.3参照)」と「市道大淵荻ノ原13号線道路中心線」との交点

市道大淵萩ノ原12号線道路中心線11～12

11 「市道大淵荻ノ原13号線道路中心線」と「市道大淵荻ノ原12号線道路中心線」の交点

敷地境界線(参考図No.3参照)12～13

12 「市道大淵荻ノ原12号線道路中心線」と「敷地境界線(参考図No.3参照)」との交点

市街化区域界13～14

13 「敷地境界線(参考図 No.3参照)」と「市街化区域界」との交点

市道一色貝沢1号線道路中心線14～イ

14 「市街化区域界」と「市道一色貝沢1号線道路中心線」との交点

(都)左富士臨港線の中心線から北に38ｍ離れた平

行線
ロ～15

15 「(都)左富士臨港線の中心線から北に38ｍ離れた平行線」と「道路中心線(参考図No.4参照)」との交点

道路中心線(参考図No.4参照)15～16

16 「道路中心線(参考図No.4参照)」と「市道大淵萩ノ原2号線道路中心線」との交点

17 「市道大淵荻ノ原2号線道路中心線」と「市道大淵八ヶ久保9号線道路中心線」との交点

18 「市道大淵八ヶ久保9号線道路中心線」と「市道大淵八ヶ久保3号線道路中心線」との交点

19 「市道大淵ハヶ久保3号線道路中心線」と「敷地境界線(参考図No.2参照)」との交点

20 「敷地境界線(参考図No.2参照)」と「市道第一清掃作業所入口線道路中心線」との交点

21 「市道第一清掃作業所入口線道路中心線」と「市道広見17号線道路中心線」との交点

22 市道石坂鍋久保1号線道路中心線の屈折点

23 「市道石坂鍋久保1号線道路中心線の西方向への延長線」と「敷地境界線(参考図No.5参照)」との交点

24 「敷地境界線(参考図No.5参照)と「市道石坂中林4号線道路中心線」との交点

25
「(都)吉原大淵線道路中心線より東方向に垂直に36m離れた平行線」と「市道中野二夕子8号線道路中心

線」との交点

区域の説明

22～23 市道石坂鍋久保1号線中心線の西方向への延長線

敷地境界線(参考図No.5参照)

市道石坂中林4号線道路中心線

(都)吉原大淵線道路中心線より東方向に垂直に

36m離れた平行線

23～24

24～ハ

ニ～25

市街化区域界14～26

(主)一色久沢線道路中心線

市道中野二夕子8号線道路中心線25～6

26～ヘ

(主)富士裾野線道路中心線ト～チ

市街化区域界ホ～26

(都)左富士臨港線の中心線から南に38ｍ離れた

平行線
リ～27

市道駿河台広見線道路中心線27～ヌ

26 「市街化区域界」と「（主）一色久沢線道路中心線」との交点

27 「(都)左富士臨港線の中心線から南に38ｍ離れた平行線」と「市道駿河台広見線道路中心線」との交点

計画図 （2/7） S=1:2,500

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定

1

2

3 4

5

6
7

8

9 10 11

12 13

25

第一種低層

住居専用地域

変
更
後

第一種低層

住居専用地域

変
更
前

40

60

約 233.8ha

50

165 ㎡

80

第一種低層

住居専用地域

変
更
後

第一種低層

住居専用地域

変
更
前

40

200 ㎡

60

約 79.0ha

50

200 ㎡

80

第一種低層

住居専用地域

変
更
後

第一種低層

住居専用地域

変
更
前

40

60

約 34.3ha

50

80

14

イロ
27

リヌ

ホ

ヘ

ト

チ

15

17

1618

22

24

ハニ

23

19

20

21

市道大淵八ヶ久保3号線道路中心線18～19

敷地境界線（参考図No.2参照）

市道大淵八ヶ久保9号線道路中心線17～18

市道大淵荻ノ原2号線道路中心線16～17

19～20

市道第一清掃作業所入口線道路中心線20～21

市道広見17号線道路中心線及び市道石坂二夕子1号

線道路中心線及び市道石坂鍋久保1号線道路中心線
21～22

凡 　 　 例

用

途

地

域

字

界

計
画
図

松 岡

富 島

用 途 地 域 変 更 区 域

道 路（幅 員 ／ 車 線 数）

大  字  界

大  字  名

小 字 界

小 字 名

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域

工 業 専 用 地 域

形 態 規 制

容積率の最高限度（％）

用途地域の種類

建蔽率の最高限度（％）

最低敷地面積

50

165 ㎡

80

一 　低

26



糀窪

大 渕

一 色

神 戸

今 宮

三ツ沢

三ツ沢

三ツ沢

原 田

間 門

さんどまき

富士見台一丁目
富士見台二丁目 富士見台三丁目

鵜無ケ淵

弥生堂

大平

勧塚

宮ノ前

宮ノ前

下ノ原

片曽

鮒久保

嶋原

寺下

沢添

三度蒔

三度蒔

中島

寺下

治郎畑

岩世ケ原

寺下

横沢

50

80

一　　低

50

80

一　　低

50

165 ㎡

80

一　　低

50

165 ㎡

80

一　　低
50

165 ㎡

80

一　　低

50

100

一中高

50

150

一中高

50

150

一中高
50

100

一　　低

計画図 （3/7） S=1:2,500

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定

第一種低層

住居専用地域

変
更
後

第一種低層

住居専用地域

変
更
前

40

60

約 34.3ha

50

80

第一種低層

住居専用地域

変
更
後

第一種低層

住居専用地域

変
更
前

40

60

約 233.8ha

50

165 ㎡

80

区域の説明

イ～1 市街化区域界

市道神戸寺下1号線道路中心線

敷地境界線（参考図No.6参照）

1～2

2～3

3～4 大字さんどまきと大字三ツ沢との大字界

4～ロ
大字三ツ沢と大字富士見台一丁目との

大字界

5～6
（北）

大字さんどまきと大字三ツ沢との大字界

6～5
（南）

大字三ツ沢と大字富士見台一丁目の大

字界

7～8 大字さんどまきと大字三ツ沢との大字界

8～9 市街化区域界

9～10
大字原田と大字富士見台三丁目との大

字界

10～へ
大字富士見台三丁目と大字三ツ沢との

大字界

ホ～7
大字三ツ沢と大字富士見台一丁目及び

大字富士見台二丁目の大字界

（主）一色久沢線道路中心線ハ～11

（主）富士裾野線道路中心線11～ニ

符号の説明

1

2

3

4

「市街化区域界」と「市道神戸寺下1号線道路中心線」との交点

「市道神戸寺下1号線道路中心線」と「敷地境界線（参考図No.6参

照）」との交点

「敷地境界線（参考図No.6参照）」と「市道神戸島原5号線道路中心

線」との交点

5

「大字さんどまきと大字三ツ沢の大字界」と「大字富士見台一丁目と

大字さんどまきの大字界」との交点

6

「大字さんどまきと大字三ツ沢の大字界」と「大字富士見台一丁目と

大字三ツ沢の大字界」との交点

7

「大字富士見台一丁目と大字三ツ沢の大字界」と「市道三ツ沢治郎畑

1号線南東側境界線」の交点

8

「大字富士見台一丁目と大字三ツ沢の大字界」と「市道三ツ沢治郎畑

2号線道路中心線」の交点

9

「大字さんどまきと大字三ツ沢の大字界」と「市街化区域界」との交点

10

「市街化区域界」と「大字富士見台三丁目と大字原田の大字界」との交点

11

「大字三ツ沢と大字原田の大字界」と「大字富士見台三丁目と大字三

ツ沢の大字界」との交点

「（主）一色久沢線道路中心線」と「（主）富士裾野線道路中心線」との

交点

1

2
3

4

5

ロ ホ ヘ
ニ

ハ

イ

11 6

7

8

9
10

凡 　 　 例

用

途

地

域

字

界

計
画
図

松 岡

富 島

用 途 地 域 変 更 区 域

道 路（幅 員 ／ 車 線 数）

大  字  界

大  字  名

小 字 界

小 字 名

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域

工 業 専 用 地 域

形 態 規 制

容積率の最高限度（％）

用途地域の種類

建蔽率の最高限度（％）

最低敷地面積

50

165 ㎡

80

一 　低



久 沢 厚 原

伝 法

伝 法

長 通

長 通

平 垣

松 本

松 本

松 本

松 本

中 島

中 島

長 通

長 通

長 通

長 通

中 島

弥 生

鷹岡本町

岩 本

岩 本

松 岡

松 岡

本市場新田

浜井場

矢田沢

大堀添

中宿 下町
中瀬

中瀬

宿外

二ツ家

二ツ家

滝戸道南

貫井

貫井

松本裏

松本裏

山道下

貫井

貫井道東

貫井道東

貫井道東

長道北

長道北

新堀下

河原

河原

河原

松本

土腐

北村 北村

平井島

平井島

平井島

長通東長通久保

大場

本田

江湖

八反田

清水

長沢

溝下

沢東

清水
水神前

堀下

堀下

堀下

堀下

下堀下

成安寺薮 六人新田

鎌田

長通東

長通南

平井島

大新田

阿原

阿原

江湖

柳田

川久保

楠

滝戸

川窪

中瀬

屑川南

屑川南

屑川南

二ツ家

土井下

坂東坂西

四ツ家

辻畑

鎌研

丸山

赤土

高徳坊添 高徳坊

片平山

滝戸原

滝戸

奥根田

中州

根田

榎田

丸山下

松 本

岩 本

60

200

工 　業

60

200

工 　業

60

200

一 　住

60

200

一 　住

50

165 ㎡

80

一 　低

50

100

一中高

60

150

二中高

80

200

近 　商

39M

39M

34
M

34
M

5

区域の説明

1～ 2
市道岩本滝戸道南3号線道

路中心線

市道岩本滝戸道南4号線道

路中心線

（都）田子浦鷹岡線道路中

心線より北西方向に垂直に

39m離れた平行線

潤井川中心線

符号の説明

1

2 ～ 3 2

3 ～ 4
3

4 ～ 5
4

「市道岩本滝戸道南3号線道路中心線」と「市道岩本滝戸道

南5号線道路中心線」との交点

「市道岩本滝戸道南4号線道路中心線」と「市道岩本滝戸道

南3号線道路中心線」との交点

「（都）田子浦鷹岡線道路中心線より北西方向に垂直に39m離れ

た平行線」と「市道岩本滝戸道南4号線道路中心線」との交点

「（都）田子浦鷹岡線より北西方向に垂直に39m離れた平行

線」と「潤井川中心線」との交点

市街化区域界5 ～ 6 5 「市街化区域界」と「潤井川中心線」との交点

市道旭町四ツ家線道路中

心線より北東方向に垂直に

34m離れた平行線

6 ～ 7
6

「市道旭町四ツ家線道路中心線より北東方向に垂直に34m離

れた平行線」と「市街化区域界」との交点

（都）田子浦鷹岡線道路中

心線より北西方向に垂直に

39m離れた平行線

7 ～ 8

7

「（都）田子浦鷹岡線道路中心線より北西方向に垂直に39m

離れた平行線」と「市道旭町四ツ家線道路中心線より北東方

向に垂直に34m離れた平行線」との交点

市道岩本滝戸道南2号線道

路中心線
8 ～ 9

8

「市道岩本滝戸道南2号線道路中心線」と「（都）田子浦鷹岡

線道路中心線より北西方向に垂直に39m離れた平行線」との

交点

市道岩本滝戸道南5号線道

路中心線
9 ～ 1 9

「市道岩本滝戸道南5号線道路中心線」と「市道岩本滝戸道

南2号線道路中心線」との交点

計画図 （4/7） S=1:2,500

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定

第一種低層

住居専用地域

変
更
後

第一種低層

住居専用地域

変
更
前

40

60

約 233.8ha

50

165 ㎡

80

4

3

8

7

2

1

9

6

凡 　 　 例

用

途

地

域

字

界

計
画
図

松 岡

富 島

用 途 地 域 変 更 区 域

道 路（幅 員 ／ 車 線 数）

大  字  界

大  字  名

小 字 界

小 字 名

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域

工 業 専 用 地 域

形 態 規 制

容積率の最高限度（％）

用途地域の種類

建蔽率の最高限度（％）

最低敷地面積

50

165 ㎡

80

一 　低



一 色

今 泉

原 田

広見本町

伝 法

石 坂

広見西本町

広見東本町

三ツ沢

伝 法 伝 法

石 坂

伝 法
国久保三丁目

国久保二丁目
国久保一丁目

浅間上町
今泉八丁目 今泉五丁目 今泉四丁目 宇東川西町

依田橋

依田橋

依田橋

依田橋

依田橋

依田橋

依田橋

依田橋 依田橋

依田橋
依田橋

依田橋

依田橋

依田橋

依田橋

依田橋
依田橋

依田橋

依田橋
依田橋

依田橋

依田橋

依田橋

依田橋

依田橋

依田橋

依田橋
依田橋

依田橋

依田橋

依田橋
依田橋

依田橋

依田橋

依田橋

依田橋

依田橋

土手内

大原

中林

溜水

高林

太平

狐穴

茶ノ木平

汁谷

出口

薬師裏

薬師前

滝下

東平

大石 大石

日吉

小松

小松

小松

小松

中之原

摺文字

舟久保

村ノ内

前開土

荒久

七本松

中芝原

中芝原

樅素

三ツ石

中芝原

中芝原

赤飯平

荻ノ原

荻ノ原下

貝沢

狢塚

踊場

下ノ原

片曽

木ノ宮

長塚

長塚

瀬古道

中木添

神畑

水神堂

滝川島

干日

高山

神田沢

丸山

神畑

長塚

丸山

荻ノ原下

60

200

一 　住

60

200

一 　住

60

200

準 　住

50

100

一中高

50

150

一中高

50

100

一中高

60

150

一中高

50

100

一中高

60

150

二中高

60

150

二中高

60

150

二中高

50

80

二　　低

50

80

一　　低

50

80

一　　低

50

80

一　　低

50

165 ㎡

80

一　　低

50

165 ㎡

80

一　　低

50

165 ㎡

80

一　　低

50

165 ㎡

80

一　　低

50

165 ㎡

80

一　　低

50

165 ㎡

80

一　　低

36M 36M

38M

38M

38M

38M

3
5
0
M

8
0
M

計画図 （5/7） S=1:2,500

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定

1

23

4

イ ロ

5

6

7
8

9

10

12 13
14

18

19
20

21

22

35

36

37

38

23 24

2526

27

28

30

31

32

29

ハニ ホ ヘ ト

チ15

16

33
34

17
11

第一種低層
住居専用地域

変
更
後

第一種低層
住居専用地域

変
更
前

40
60

約233.8ha

50

165㎡

80

第一種低層
住居専用地域

変
更
後

第一種低層
住居専用地域

変
更
前

40
60

約34.3ha
50
80

区域の説明

1～2 （都）吉原大淵線道路中心線より西方向に垂直に36m離れた平行線

東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に350m離れた平行線

市街化区域界

市道石坂中林4号線道路中心線

2～3

3～1

ロ～5

（都）左富士臨港線道路中心線より北方向に垂直に38m離れた平行線5～4

（都）吉原大淵線道路中心線より東方向に垂直に36m離れた平行線4～イ

（都）左富士臨港線道路中心線より南方向に垂直に38m離れた平行線6～7

市道石坂中林1号線道路中心線7～8

敷地境界線（参考図No.7参照）8～9

道路中心線（参考図No.7参照）9～10

東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に 350m離れた平行線10～11

（都）吉原大淵線道路中心線より東方向に垂直に36m 離れた平行線11～6

市道広見20号線道路中心線12～13

市道広見19号線道路中心線及び市道広見20号線道路中心線13～14

敷地境界線（参考図No.8参照）

15～16 石坂川中心線

16～17 東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に350m離れた平行線

17～12 市道古屋敷転シ坂線道路中心線

ニ～18

市道今泉狢塚2号線道路中心線

14～15

（都）左富士臨港線道路中心線から南に38ｍ離れた平行線

18～19

道路中心線（参考図No.9参照）19～20

道路中心線（参考図No.9参照）20～21

（主）富士裾野線道路中心線

旧（H22.9.17変更前）（都）左富士臨港線道路中心線（参考図No.13参照）

市道今泉木ノ宮1号線道路中心線

市街化区域界

東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に80m離れた平行線

H15.1.7用途地域の変更時の敷地境界線（参考図No.12参照）

市道今泉木ノ宮2号線道路中心線

H15.1.7用途地域の変更時の敷地境界線（参考図No.11参照）

市道神田沢土井下線道路中心線

敷地境界線（参考図No.10参照）

（主）富士裾野線道路中心線

東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に350m離れた平行線

市道今泉茶ノ木平4号線道路中心線

市道駿河台広見線道路中心線

市道一色貝沢1号線道路中心線

（都）左富士臨港線道路中心線から北に38ｍ離れた平行線

（主）富士裾野線道路中心線

（都）左富士臨港線道路中心線から北に38ｍ離れた平行線

（都）左富士臨港線道路中心線から南に38ｍ離れた平行線

（主）富士裾野線道路中心線

市街化区域界

（都）左富士臨港線道路中心線より北方向に垂直に38m離れた平行線

21～22

22～23

23～24

24～25

25～26

26～27

27～28

28～29

29～30

30～31

31～32

32～33

33～34

34～ハ

ヘ～36

36～ホ

ト～37

37～36

18～35

35～22

チ～38

38～37

符号の説明

1

2

3

4

「市街化区域界」と「（都）吉原大淵線道路中心線より西方向に垂直に36m離れた平行線」との交点

「（都）吉原大淵線道路中心線より西方向に垂直に 36m離れた平行線」と「東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に350m離れた平行線」との交点

「東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に350m離れた平行線」と「市街化区域界」との交点

「（都）左富士臨港線道路中心線より北方向に垂直に38m離れた平行線」と「（都）吉原大淵線道路中心線より東方向に垂直に36m離れた平行線」との交点

5 「市道石坂中林4号線道路中心線」と「（都）左富士臨港線道路中心線より北方向に垂直に38m離れた平行線」との交点

6 「（都）吉原大淵線道路中心線より東方向に垂直に36m離れた平行線」と「（都）左富士臨港線道路中心線より南方向に垂直に38m離れた平行線」との交点

7 「（都）左富士臨港線道路中心線より南方向に垂直に38m離れた平行線」と「市道石坂中林1号線道路中心線」との交点

8 「市道石坂中林1号線道路中心線」と「敷地境界線（参考図No.7参照）」との交点

9 「敷地境界線（参考図No.7参照）」と「道路中心線（参考図No.7参照）」との交点

10 「道路中心線（参考図No.7参照）」と「東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に350m離れた平行線」との交点

11 「東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に350m離れた平行線」と「（都）吉原大淵線道路中心線より東方向に垂直に36m離れた平行線」との交点

12 「市道古屋敷転シ坂線道路中心線」と「市道広見20号線道路中心線」との交点

13 「市道広見20号線道路中心線」と「市道広見8号線道路中心線」との交点

14 「市道広見19号線道路中心線」と「敷地境界線（参考図No.8参照）」との交点

15 「敷地境界線（参考図No.8参照）」と「石坂川中心線」との交点

16 「石坂川中心線」と「東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に350m離れた平行線」との交点

17 「東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に350m離れた平行線」と「市道古屋敷転シ坂線道路中心線」との交点

18 「市道今泉狢塚2号線道路中心線」と「（都）左富士臨港線道路中心線から南に38ｍ離れた平行線」との交点

19 「道路（今泉3078-3南側道路 参考図No.9参照）中心線西側延長線」と「市道今泉狢塚2号線の道路中心線」との交点

20 「道路（今泉3077-4西側道路 参考図No.9参照）中心線北側延長線」と「道路（今泉3078-4南側道路 参考図No.9参照）中心線東側延長線」との交点

21 「（主）富士裾野線道路中心線」と「道路（今泉3077-4西側道路　参考図No.9参照）中心線南側延長線」との交点

22 「（主）富士裾野線道路中心線」と「旧（H22.9.17変更前）（都）左富士臨港線道路中心線（参考図No.13参照）」との交点

23 「旧（H22.9.17変更前）（都）左富士臨港線道路中心線（参考図No.13参照）」と「市道今泉木ノ宮1号線道路中心線」との交点

24 「市道今泉木ノ宮1号線道路中心線」と「市街化区域界」との交点

25 「市街化区域界」と「東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に80m離れた平行線」との交点

26 「東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に80m離れた平行線」と「H15.1.7用途地域の変更時の敷地境界線（参考図No.12参照）」との交点

27 「H15.1.7用途地域の変更時の敷地境界線（参考図No.12参照）」と「市道今泉木ノ宮2号線道路中心線」との交点

28 「市道今泉木ノ宮2号線道路中心線」と「H15.1.7用途地域の変更時の敷地境界線（参考図No.11参照）」との交点

29 「市道神田沢土井下線道路中心線」と「H15.1.7用途地域の変更時の敷地境界線（参考図No.11参照）」との交点

30 「敷地境界線（参考図No.10参照）」と「市道神田沢土井下線道路中心線」との交点

31 「敷地境界線（参考図No.10参照）」と「（主）富士裾野線道路中心線」との交点

32 「（主）富士裾野線道路中心線」と「東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に350m離れた平行線」との交点

33 「東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に350m離れた平行線」と「市道今泉茶ノ木平4号線道路中心線」との交点

34 「市道今泉茶ノ木平4号線道路中心線」と「市道駿河台広見線道路中心線」との交点

35 「（主）富士裾野線道路中心線」と「（都）左富士臨港線道路中心線から南に38ｍ離れた平行線」との交点

36 「（主）左富士臨港線道路中心線から北に38ｍ離れた平行線」と「市道一色貝沢1号線道路中心線」の交点

37 「（都）左富士臨港線道路中心線より北方向に垂直に38m離れた平行線」と「（主）富士裾野線道路中心線」との交点

38 「市街化区域界」と「（都）左富士臨港線道路中心線より北方向に垂直に38m離れた平行線」との交点

凡 　 　 例

用

途

地

域

字

界

計
画
図

松 岡

富 島

用 途 地 域 変 更 区 域

道 路（幅 員 ／ 車 線 数）

大  字  界

大  字  名

小 字 界

小 字 名

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域

工 業 専 用 地 域

形 態 規 制

容積率の最高限度（％）

用途地域の種類

建蔽率の最高限度（％）

最低敷地面積

50

165 ㎡

80

一 　低



三ツ沢

富士見台一丁目 富士見台二丁目
富士見台三丁目

富士見台六丁目

富士見台五丁目

富士見台四丁目

富士見台七丁目

間 門

比 奈

原 田

富士岡

片曽
中島

越地

三度蒔

松葉

中木添

瀬古道

丸峯

松葉

大久保

水神堂

滝川島

町張

三貫地

椿田

滝川

岩世ケ原

東鴻ノ巣
松沢

花川戸

西向山

片宿

一色

下前原

大窪

馬乗石

上前原

堂ケ入

中野
神戸西

中島

越地

60

200

工 　業

60

200

工 　業

80

200

近 　商

60

200

一 　住

50

100

一中高

50

150

一中高

50

150

一中高

50

100

一　　低

50

165 ㎡

80

一　　低

50

165 ㎡

80

一　　低

50

165 ㎡

80

一　　低

8
0
M

3
8
M

3
8
M

8
7

計画図 （6/7） S=1:2,500

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定

第一種低層

住居専用地域

変
更
後

第一種低層

住居専用地域

変
更
前

40

60

約 233.8ha

50

165 ㎡

80

区域の説明

ロ～ 2
大字富士見台一丁目及び大字富士

見台七丁目と大字三ツ沢との大字界

市道木の宮富士岡線道路中心線よ

り北方向に垂直に38m離れた平行線

市街化区域界

市道木の宮富士岡線道路中心線よ

り南方向に垂直に38m離れた平行線

2 ～ 1

1 ～イ

3～ 4

市道三ツ沢丸峯1号線道路中心線4 ～ 5

大字富士見台七丁目と大字三ツ沢

との大字界
5 ～ 6

市街化区域界6 ～ 7

東名高速道路道路中心線より北方

向に垂直に80ｍ離れた平行線
7 ～ 8

市街化区域界8 ～ 3

大字三ツ沢と大字富士見台二丁目及

び大字富士見台三丁目との大字界
ニ～ハ

イ

ハ ニ

1

2

3

4 6
5

符号の説明

1

2

3

4

「市街化区域界」と「市道木の宮富士岡線道路中心線より北

方向に垂直に38m離れた平行線」との交点

「市道木の宮富士岡線道路中心線より北方向に垂直に38m

離れた平行線」と「大字富士見台七丁目と大字三ッ沢との大

字界」との交点

「市街化区域界」と「市道木の宮富士岡線道路中心線より南

方向に垂直に38m離れた平行線」との交点

「市道木の宮富士岡線道路中心線より南方向に垂直に38m離

れた平行線」と「市道三ッ沢丸峯1号線道路中心線」との交点

5
「市道三ッ沢丸峯1号線道路中心線」と「大字富士見台七丁

目と大字三ッ沢との大字界」との交点

6
「大字富士見台七丁目と大字三ッ沢との大字界」と「市街化

区域界」との交点

7
「市街化区域界」と「東名高速道路道路中心線より北方向に

垂直に80m離れた平行線」との交点

8
「東名高速道路道路中心線より北方向に垂直に80m離れた

平行線」と「市街化区域界」との交点

ロ

凡 　 　 例

用

途

地

域

字

界

計
画
図

松 岡

富 島

用 途 地 域 変 更 区 域
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区域の説明

1～ 2

JR東海道本線鉄道中心線

より南、 南東方向に垂直

に60m離れた平行線

(都） 田子浦鷹岡線道路中

心線より西、 南西方向に

垂直に39m離れた平行線

JR東海道新幹線鉄道中心

線より北方向に垂直に70m

離れた平行線

市街化区域界

2 ～ 3

3 ～ 4

4 ～ 1

符号の説明

1

2

3

4

「市街化区域界」 と「JR東海道本線鉄道中心線より南

東方向に垂直に60m離れた平行線」 との交点

「JR東海道本線鉄道中心線より南方向に垂直に60m

離れた平行線」 と「（都） 田子浦鷹岡線道路中心線よ

り西方向に垂直に39m離れた平行線」 との交点

「（都） 田子浦鷹岡線道路中心線より南西方向に垂直

に39m離れた平行線」 と「JR東海道新幹線鉄道中心

線より北方向に垂直に70m離れた平行線」 との交点

「JR東海道新幹線鉄道中心線より北方向に垂直に

70m離れた平行線」 と「市街化区域界」 との交点
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岳南広域都市計画 用途地域の変更
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参考図　No.1 S=1:600

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定
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参考図　No.2 S=1:600

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定
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参考図　No.3 S=1:600

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定
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参考図　No.4 S=1:600

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定
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参考図　No.5 S=1:600

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定

600

凡　　例

区分線及び符点

符号1

24
計画図（2/7）

23
計画図（2/7）



参考図　No.6 S=1:600

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定
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参考図　No.7 S=1:600

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定
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参考図　No.8 S=1:600

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定
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参考図　No.9 S=1:600

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定
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参考図　No.10 S=1:600

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定
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参考図　No.11 S=1:600

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定
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H15.1.7　用途地域の変更時の参考図 No.23 No.24

凡　　例

区分線及び符点

符号1

参考図　No.11-2 S=No Scale

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定
29
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参考図　No.12 S=1:600

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定
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H15.1.7　用途地域の変更時の参考図 No.24

凡　　例

区分線及び符点

符号1

参考図　No.12-2 S=No Scale

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定
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22
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23
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凡　　例

区分線及び符点

符号

旧都市計画道路

第一種低層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

1

参考図　No.13 S=1:600

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定

H15.1.7　用途地域の変更時の計画図 No.9



第　 号議案附図

NO.

S=1:50,000

変更後：第一種低層住居専用地域 80/50 A＝約79.0ha
　　　 最低敷地面積：200㎡

変更前：第一種低層住居専用地域 60/40 A＝約79.0ha
       最低敷地面積：200㎡

岳南広域都市計画 用途地域の変更

富士市決定

変更後：第一種低層住居専用地域
       80/50 A＝約34.3ha

変更前：第一種低層住居専用地域
       60/40 A＝約34.3ha

位 置 図

1km 2km 3km 4km 5km0

凡　　例

用途地域変更区域

富士市

変更後：第一種低層住居専用地域 80/50 A＝約233.8ha
　　　 最低敷地面積：165㎡

変更前：第一種低層住居専用地域 60/40 A＝約233.8ha

種　類 容積率

第一種

低層住居

専用地域

60％ 40％

50％

約79.0ha

約 50.4ha

-

-約268.1ha

約 97.9ha

80％

約18.9ha

約 233.8ha50％ -

約260.8ha

100％

約 226.5ha

約 50.4ha

約 642.9ha 約 642.9ha

建蔽率
面　積

変更前

200㎡

-

面積計

-

200㎡

165㎡

-

最低
敷地面積 変更後



第　号　議案附図　No.

位置図

凡 例

用途地域変更区域

岳南広域都市計画用途地域の変更

富士市決定

位置図 （索引図） S=40,000

富士市

500m 1000m 1500m 2000m0

拡大図（1/5）

拡大図（4/5）

拡大図（5/5）

拡大図（2/5）

拡大図（3/5）
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第　号　議案附図　No.

岳南広域都市計画用途地域の変更
富士市決定

拡大図 （1/5） S=8,000
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岳南広域都市計画用途地域の変更
富士市決定

拡大図 （2/5） S=8,000
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